
令和 8 年 4 月 

保護者の皆様へ 

岸和田市教育委員会 

 

                  

いじめからこどもを守るために 
 
 

いじめは重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。 

いじめに該当するか否かは、いじめられたこどもの立場に立って判断する必要がありま

す。こどもたちは、日々学校生活の中で、楽しさや喜びの一方不安や孤独、つらさを感じ

るときもあるかもしれません。ご家庭でのお子様の小さなサインを見逃さないようにお願

いします。 

いじめからこどもを守るために、家庭と学校が手を携えて、こどもたちを共に支えるこ

とが重要となります。少しでもお子様に変化が見られた場合は、学校に連絡をとり相談し

てください。 

 

 

家庭で見られるこどもの変化 

○表情が暗い。 ○家族との会話が減った。 

○学校や友だちの話題が減った。 

○食欲がなくなったり、黙って食べたりするようになった。 

○勉強をしなくなった。 ○集中力がなくなった。 

○寝つきが悪い。夜眠れない日が続く。 

〇些細なことでイライラする。物に当たる。  

〇自分の部屋に閉じこもる時間が増えた。       など 

 

学校と岸和田市教育委員会は「いじめは絶対に許されない」という姿勢で、家庭と連携

し、いじめの未然防止、早期発見に努め、早期解決に向け取り組みます。 

 

 

※ 裏面に相談窓口を掲載していますので、ためらわずにご相談ください。 

※ 学校のいじめ防止基本方針は学校 HP でご確認ください。 

 

 

 



【相談窓口】 

 

岸和田市立山直南小学校  072-479-0054 

 

 


